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携帯電話を用いた車いす利用者のための経路案内システム

辻紘良・野澤成裕

1．はじめに

　昨今、バリアフリーやユニバーサルデザインという言葉がよく使われるようになっている。

バリアフリーに関するマップが作られたり各種情報提供がなされていることから、車いすを利

用した外出に対する関心の高いことは明らかである。しかし、街の中で車いすの利用者を見か

けることは多くはない。歩車道に段差や傾斜があったり、バスや電車の乗降が不便であったり

すること等が外出できない原因となっているといえよう。バリアフリーへの関心の高さに比べ

て、これらの点で十分な施策導入や改善が進められているとはいえない。そこで本研究は歩行

者を支援する経路案内システムに関するこれまでの研究開発の現状を把握するとともに、実道

路において車いす利用時の移動障害の実態を調査し、問題点を抽出する。そして歩行者ITS

の観点から、携帯電話のネット通信機能を利用した車いす利用者のための経路案内システムを

提案する。

2．研究の意義

　交通の理念として「健常者であるか車いすの利用者であるかは問わず、移動の自由は人間と

して基本的な権利」である。誰もが安全でかっ快適な自立した生活を享受するには、道路や交

通施設をバリアフリーに向けて整備することが肝要である。車いすで目的地に向かうとき、段

差があって車いすの使えない最寄りの駅ではなく、段差を迂回する経路を通行しなければなら

ないこともある。はじめて訪れる場合には事前にトイレや休憩場所、乗降可能な駅の情報がな

いと不安になる。少しでも問題を軽減するために、何らかの形で常時車いす利用者に情報を提

供するシステムをっくり、経路情報を提供していく必要がある。

3．歩行者支援に係わる技術の現状

　現在、IT化の時代にあって高度道路交通システム（ITS：Intelligent　Transport　Systems）

の研究開発が世界各国で活発に推進されている1）。これら開発が進められている分野のひとっ

に歩行者を支援する分野があり、これまで2、3のプロジェクトが取り上げられ実験が行われ

ている。

　PICS（Pedestrian　Information　and　Communication　System）2・3｝は警察庁を中心に進
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められている実験システムで、その中に車いす利用者向けの経路案内システムPICS－Bが

ある。これは液晶画面のっいた携帯端末装置と交差点など特定の場所に取り付けられた装置

（ステーション）との間で赤外線を利用して通信を行うもので、現在地から目的地までの経路

を概略図で提示する仕組みをとっている。

　車いすの経路案内に関しては、ニューカッスル大学でS．Edwardsら4｝により、　I　Cチップを

載せた非接触型プラスチックカード（スマートカード）と携帯端末装置を用いて構成した経路

案内システムにより、車いす利用者を目的地まで案内する実験がなされている。分岐地点（ノー

ド）の脇に設置されたポイントの前で情報を携帯端末装置に読み込み、目的地までの最適経路

を画面上に示すものである。進む方向を単純な矢印で表現する仕組みになっており、通話機能

や扉の開閉を遠隔操作する機能を備えている。

　この他現在実用に供されている経路案内システムとして、各種のカーナビゲーションシステ

ム5’7｝がある。CD－ROMなどに地図データが入っており、　GPS衛星を利用して現在地を特

定し、目的地までの経路案内を行う。さらに渋滞・事故の情報をセンターから受け取り、現時

点の交通状況を反映した経路案内を行うVICSシステムがある。

　GPS衛星による測位データと地上波FMによる時間補正データを用いることにより、測位

誤差がおよそ数mときわめて精度が高いD－GPSが近年普及している。これにより局地的な

路側通信による現在位置データを用いなくてもD－GPSを用いることにより詳細な街路まで

案内する歩行時のナビゲーションが可能となった。ここでは、この測位精度の高さを活用し、

車いす利用者向けの経路案内システムを構成する。

4．歩行調査

4．1　可児市における歩行調査

（1）調査目的

　　自動車を対象とする従来の経路案内システムと比べて、車いす利用者に向けた経路案内

情報は大幅に異なる。道路の混雑状況に代えて歩車道の歩行障害状況や施設のバリアフリー

化の情報が必要となる。そこで歩車道や施設における歩行障害の主な要因はどのようなも

　のがあるのかを把握するたあ、実道路を対象に調査を行った。調査は岐阜県可児市を対象

　としたが、これは人口が増加傾向にあり、高齢化も進んでいる地方の中規模都市であって、

　車いすの利用者が増加の傾向にある一方、道路整備が交通需要の増加に追いっかず、バリ

　アフリーの対策が必要とされている代表的な都市であると考えたことによる。

　　調査にあたって地元のボランティア団体や車いす利用者の方の参加協力を得た。

　（2）調査にっいて

　　・調査日時　　　2001年8月4日（土）　10：00～15：00

　　・調査場所　　　岐阜県可児市中心市街地

　　・調査参加者　　愛知淑徳大学辻研究室ゼミ生、ボランティア団体「相互扶助の会　い
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　　　　　　　　しずえ」会員、「バリアフリー可児」会員、「あまだれの会」会員、日本

　　　　　　　福祉大学学生　計23名

（3）調査箇所

（a）歩車道・…・・中心市街地の主要施設間およびその周辺の道路

（b）施設………名鉄可児駅・JR可児駅（改札入口、ホーム、トイレ）、市立図書館、市役

　　　　　　所、可児郵便局

（4）調査結果

（a）歩車道の現状

　歩車道は非常に問題が多かった。水はけ

用の溝をっけた段差が車いすにとって障害

となった。2cm程度であればなんとか通過

することができたが、3cm以上では難しかっ

た。前輪が段差に遮られて、相当な力を入

れる必要があった。横断歩道を渡り終え、

歩道に上がろうとしてもあがれない部分も

見られた。［写真4－1コ

　市役所の前の歩道は、一部区間が傾斜角

20°の急勾配になっているため、自力で乗

り越えることはできなかった。角度が10°

写真4－1　歩道と車道の段差

を超えると電動車いすでも転倒防止の補助輪が地面にっいてしまい、通行することが困難

であった。

歩道に面して車庫のあるところでは、歩道が車道より高くなっていると、車道に合わせて

歩道が切りドげられており、傾きが生じている。傾きが2°以上になると、車いすでは歩

道をまっすぐ進もうとしても、車道側に流されてしまう。平らだと思っていた歩道部分の

多くでこの現象が見受けられた。車いすが車道に飛び出しかねず、車の通行が多いところ

では、事故にっながる・∫能性が高く危険である。

　調査地域の幹線道路は歩道幅が十分あり、車いす通行に支障はなかった。しかし、とこ

ろによっては、縁石によって歩道が狭められ幅が70cm以下になっていたり、全く歩道が

なかったりと、通行に問題がある歩道が多く認められた。

　歩道が無かったりする箇所や歩道が狭かったり、歩道の傾斜により車いすが流される場

所は、やむを得ず車道を通行しなければならないが、走行中の車が真横を通るので、見た

目以上に危険性の高いことが確認された。

　また、自動販売機もコイン投入口や押しボタンの位置が高いため、腕が上がらない人に

よっては届かなかったり、ボタンを押すことができない等問題がある。また、歩道に乗り

入れて駐車した車は、車いす利用者の視野を妨げるとともに、ドライバーの視界から車い

すの存在が無くなり危険が伴うことになる。案内看板の出っ張りも頭や顔にあたる危険性
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が高い。

　公衆電話の中に、車いすマークがっけられたものがあったのだが、いざ車いす利用者に

試してもらうと、入口の扉が重く開けにくいだけでなく、入ろうとする前に扉が閉まって

しまい、使いにくいということは予期せぬ結果であった。

（b）施設の現状

　・名鉄可児駅

　　駅舎に入るスロープ部は道路との間に高低差があり、かっその傾斜角度は10°あるた

　め、車いす利用者が自力で進行するのは難しかった。また、ホームと列車との間に隙間

　や段差があるため、列車に車いすで乗り込むには駅員や介助者の手助けが必要となる。

　一人での切符購入、トイレの利用はできなかった。

　・JR可児駅

　　券売機のコイン投入口が高いので、車いすに乗った姿勢からお金を投入することが難

　しい。改札口を通過してからホームへ抜けるまでに高低差があり、かっ、ホームと車両

　の間に段差があるため、一人で列車に乗車することはできなかった。反対側のホームへ

　は階段を上りおりしなければならず、両ホームを使用する往復の列車利用は不可能であ

　る。トイレが和式となっていて車いすによる利用はできなかった。

　・市立図書館

　　道路から入口まで段差がなく、スムーズに入ることができた。エレベーターが付いて

　おり、2階へ行くことができた。しかし、書架の間隔が70cm程度と狭いため、車いす

　ではその通路に入ることができなかった。必要な本があれば、係の人に探してもらうこ

　ととなる。

　・市役所

　　車いす利用者用の駐車場の幅は十分確保されていた。庁舎入口のスロープは傾斜角4°

　の勾配があり、距離も3m余りと長いので車いすで自力で登るのは難しかった。車いす

　利用者用のトイレは在るが、入口が狭く、車いすが入ると手狭となり動きにくかった。

　便座へ移るためのっかまり立ち用の縦方向の棒が必要であった。手洗い場は車いすの前

　方部を押し入れるスペースが取ってないので、車いすともに押し出された状態となり蛇

　口に手が届かなかった。

　・可児郵便局

　　入口に傾斜角6°のスロープがあるため、スロープ面の滑り止めが雨で濡れていると

　滑ってしまい、危険であった。自動ドアは開口部が86cmと狭く、さらに中に長机が無

　造作に置いてあるため、車いすで通るには不適切な状態であった。局内のATMはモニ

　ター画面位置が高いので、車いすに乗車した人の目線ではほとんど見えないし、画面に

　手が届かなかった。

4．2　高山市における歩行調査
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（1）調査目的

　可児市の調査によって歩車道においては段差、勾配、凹凸が、施設においては通路の幅、

段差などが車いすで通行する際に障害となる主な要因であることが明らかになった。そこ

で、経路案内システムの試用実験に供する地図データベースを作成するため、可児市で得

られた結果を踏まえて高山市において実態計測を行った。車いす利用者が駅を降りて、市

内を観光することを想定し、今回は駅前から古い町並み、高山陣屋前まで行くための主要

な経路を調査した。高山市のこの区画を調査対象に選出したのは、ここではバリアフリー

の諸施策が先進的に導入されていて、道路インフラが整備されており、かっ道路網が碁盤

の目に近いので、代替経路が多く選択の可能性が大きいと想定されたことによる。

（2）調査日時・場所

　・調査日時　2002年8月31日（土）、9月1日（日）10：00～15：00

　・調査場所　岐阜県高山市JR高山駅前約1km四方のエリア

　　（a）歩車道……高山駅前から上二之町までの南北6本の道路ならびに国分寺通り、駅

　　　　　　　　前通り、広小路通りなどの東西3本の道路

　　（b）施設………JR高山駅（入口、ホーム、トイレ）、国分寺入口、高山陣屋前

　・調査参加者　愛知淑徳大学辻研究室ゼミ生、地元ボランティアの方々　計14名

（3）調査方法

　歩道の有る区間は歩道とこれに隣接した車道ならびに交差点を、歩道の無い区間は道路

全体を、実際に車いすを移動させて通行の可能性を判断しっっ、かつ物指や巻尺、水準器

を用いて段差や突起、傾斜、それらの長さや幅を計測した。これらデータを記録するとと

もに、車いすの障害状況を地図に書き込んだ。調査は、歩道は幅方向を2分割し、かっ進

行方向に約5m間隔で区切りブロック化し、ブロックごとに計測した。施設については、

まず各施設へ立ち入ることができるか調査し、利用可能であれば内部まで調査した。

（4）調査結果

　調査した歩車道に関しては、通行することが全くできない箇所は無かった。比較的歩道

幅も確保されており、歩道のある箇所では安全に通行することができた。しかし、早い時

期に整備され古くなった国分寺通りでは、カラータイル舗装の部分に路面の凹凸が多く、

全体的にガタガタしており、あまり快適ではなかった。タイル、アスファルトがはがれた

影響による深さ2cm以上の溝が随所で見受けられた。広小路通りは景観をよくするため

か、花壇やベンチが車道との境に設置されており、歩行者や自転車とすれ違う際に狭く感

じる場所もあった。

　自力での通行が難しい箇所として、調査箇所内に架けられた3本の橋の区間が挙げられ

る。一般路面から橋部路面までの間は緩やかな傾斜が暫く続いている。途中で車いすを漕

ぐのを休めば戻されてしまうため、休むことなく、橋中央部に向かって進まなければなら

ず、体力を必要とした。鍛冶橋においては最大傾斜が14°あり、力の弱い人には通行する

ことが難しいと思われる。



138　愛知淑徳大学現代社会学部編集　第8号

　高山市の取り組みとして、歩道のない道

路では、カラー舗装を利用し、路側帯を擬

似的に歩道として扱ったり、白線を利用し

たりして歩車道の明確な区別を行っていた。

段差も無く、車いすにとって便利に思えた

が、その分、商店の前など歩道部分に乗り

入れた駐車車両があり、歩行の支障となっ

ていた［写真4－2］。さらに、明確に歩車

の通行を区別している分、狭い道路にもか

かわらず、車がスピードを出して通過して
写真4－2　通行に支障のある道路の様子

いるので、接触事故の可能性が高いのではないかと推測された。上三之町（古い町並み）

では、道路幅が狭いうえ側溝に蓋がされていないので、道路の曲面に沿って車いすが自然

に道の端に流されてしまい調査者の力でも側溝に落ちてしまう危険を感じた。

　可児市の調査同様、排水のために道路中央部が高く、両側が下がっている箇所が多く見

られた。横断歩道部分では通行に際して余分な力が必要となった。また、歩道部との段差

も見られたが、ほとんどが2cm以下であり、通行は可能であった。

　市内の各所に車いすで利用できるトイレが設置されており、駅前ポケットパークをはじ

め公設・私設をとわず多く用意されていることもわかった。

　施設に関しては、JR高山駅以外は入口に段差があり、建物内に入ることができなかっ

た。古い町並みにおいても車いすで入れる商店は2ヶ所認められただけであった。

4．3　歩行調査のまとめ

歩行調査の結果、車いすにとって歩行障害となる以下の要因が抽出された。

表4－1　傷害の要因と形態

要因 形態

・　段差 ・歩道と横断歩道、歩道と車道の境部分

E道路と商店や施設との間

E階段

・　凹凸 ・アスファルトやカラータイルのはがれている部分

E雑草や砂利の堆積によるもの

E横断歩道におけるわだちの凹凸

E歩車道のつなぎ目にできた溝

E網目状になった側溝のふたや取り外すための溝
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・　傾斜 ・橋とその周辺部分の緩やかで長い傾斜、最大14°

E歩道と車道の間の段差を無くすために設置された短く急な

@縦断勾配、20°を超える傾斜も認められた

E歩道の切り下げによる横断勾配

E排水のために両端が低くなっている道路

・　障害物 ・街路樹や電柱、標識および花壇などの固定されたもの

E看板やベンチ、陳列棚など日常的に設置されている障害物

E車や自転車といった可動するもの

・　工事や事故等に

@　よる通行止め

・歩車道での埋設工事等

・　歩道の無い道路

@　での交通量

・生活道路を通り抜けていく車が多く、スピードが出ている

E古い街並みにおける観光客も車いすによる移動の妨げとな

@る

　ところで車いすの種類や利用者の障害度合いによって障害物の車いす通行への影響が異な

るため、それぞれの障害度合いに応じた基準の設定が必要となってくる。段差や傾斜では、

行きと帰りでは全く逆の障害になる。3cmの段差を降りることが可能であっても3cmの段

差を上がることができない場合もあるし、傾斜においてものぼる場合では自分自身も持ち上

げる力が必要になってくるのに対し、下りでは制御する力が必要となってくるため状況は変

わってくる。看板やベンチといったほぼ固定されている障害物も、通行の妨げとなる。歩車

道が分離されていない箇所では、歩道の横を通る車の量が問題となる。接触事故を起こしか

ねないし、危険を伴うため精神的に負担になるので、一つの障害要因であると考えられる。

　また、工事や事故等による一時的な通行止め情報は、動的な経路案内をする上で必要不可

欠であり情報提供をしていく必要があると考えられる。

5．車いす利用者のための経路案内システムの設計

5．1　経路の障害度の設定

　システムの設計にさいし、経路上の障害要因の採択と数値化の方法が課題となるが、それ

らは今後予定する研究結果を待っものとし、ここでは暫定的にごく概略の判断基準を示すに

留めおくものとする。

　車いすの移動に当たって、ほとんど影響を与えない段差や凹凸などの軽微な障害や、多少

の影響は予想されるが回避せずに通行が可能な障害の情報は、データ量を少なくするために

省略する。計測時に区切った同じブロック中に、いくっかの障害があるときは、最も通行に

障害となる情報に絞り情報提供するものとする。
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5．2　経路案内システムの提案

　車いす利用者の外出需要は高いので、できるだけ外出しやすい方策の導入が望まれる。外

出しやすくする一っの方法として自宅から目的地、もしくは施設から交通機関までのバリア

フリー情報を提供することがあげられる。どういう経路をたどっていけばよいか。市販の地

図にはその道が通行可能かどうか載っていない。可児市と高山市の歩行調査の結果から、道

路や施設において通行の障害となる箇所が多いことがわかった。いざ車いすで目的地へ向かっ

たものの、段差や傾斜があり、通行できないということも考えられる。事前にトイレや休憩

できる場所がわかっていれば、計画をたてることができる。現地においても経路案内システ

ムがあれば、車いす利用者にとって有効である。そこで以下のような経路案内システムを提

案する。

　（1）システム概念

　車いす利用者向けの経路案内システムの概念を図5－1に示す。

利用者

専用端末機

赤多饅導侵

∠ご

PICS設備
青信号延長

交差点音声案内

一鷲
㊥

鯉

情報提供機関

警察

消防

自治体

企業

個人

図5－1　システム概念図

　システムは携帯電話の通信機能を利用し、システムと携帯端末機の間で通信を行うこと

により、いっでもどこでも経路案内サービスを受けられるものとする。

　経路案内の機能は次のようである。まず専用端末機は、D－GPSを用いて現在地を特

定しサーバに送る。サーバは自分が保持する地図データベースと受信した現在地を重ねあ

わせ、目的地までの経路計算に必要となる地図の範囲を切り出し、周辺の情報を含め携帯

電話通信を介して専用端末機に送信する。専用端末機は受信した地図を画面上に表示し、
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経路案内を行う。付加機能として、施設情報提供の他、青信号延長や緊急通信機能などの

PICS情報も扱えるものとする。

　システムは自治体、もしくは第三セクターによる管理とする。全国を総括するセンター

を中心に、各ブロック、各都道府県に地区を統括するセンターを置く。そして各市町村に

管理センターを設置し、地図情報を作成、提供する。道路の段差や傾斜、利用可能な施設

の情報を地図情報として随時更新していく。全域をカバーすることが望ましいが、効果、

コストの面から、車いす利用者、自治体、管理センターによる話し合いにより、需要が多

く見込まれる地域から順に提供していくものとする。

（2）装置構成

端末装置の概念図を図5－2に示す。

　本システム専用の携帯端末装置とし、表示装置は液晶ディスプレイと十字キー、決定ボ

タンがあり、それにGPS受信用のアンテナ、FM－VICS受信装置が一体化したもの

を考える。通信機能は赤外線によるスポット通信と携帯電話もしくはPHSを接続して行

うものとする。

管理センター

サーバ（HP）

PlCS設備　．．赦槻通信．．．．

FM
受信機

端末装置

：アプリ：ケ±：シ日：ン：・

PlCS
ソフト

専用

ソフト

口
　
⇔
豊

WWW
フラウサ

　　　　　　　　　　　　図5－2　携帯端末装置概念図

（3）地図データベース

　道路地図や住宅地図をもとに、本システム専用の基本となる地図データベースを作成す

る。都心や中心市街地などを中心とするまとまりを持った区域を一体とし、区域中心の地
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図データベースとする。歩車道や建物の輪郭図形や文字等、地図データはベクトルデータ

で保持し、拡大縮小に対応させる。歩車道や建物の図形情報や文字情報など質の異なる情

報は層別化（レイヤー）してファイルする。

　これらデータファイルを、例えば、まず

歩車道や建物図を描き、その上に目的地の

マークや名称といった情報を重ね、端末装

置に表示する。

　そして車いすが走行する場所に関しては、

障害の度合いに応じた障害物や路面の情報

を用意する。図5－3のように、歩道部と歩

道に接した車道部に関して障害物の情報を

提供する。

　障害物に関する情報は、歩道の幅に関係

なく縦方向に二分割し、①列、②列とし、

歩道に隣接する車道部分約1mを③とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図5－3　障害情報提供範囲

そして進行方向に対し5m程度ごとに区切る。区切った地点をノードとし、その間がリン

クとなる。リンクにおいて障害物の有無と種類を表示するとともに、経路探索の際の通り

やすさを計算するためのコストとして情報を持っこととする。できるだけコストが少ない

経路を、最適経路として選択することになる。

　たとえば、図5－4で「あ」に商店の看板が

あり、「う」にはガードレールがあるとする。

「あ」と「う」は通行不可能であるが、歩道

幅が170cm以上であれば、「い」は85cm以上

あるから、通行可能であると判断し、矢印

のように経路案内をすることになる。歩道

幅が170cm未満であった場合は「い」が85cm

未満になり、この場所は通行できないため、

別の経路を案内することになる。「う」だけ

＼

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図5－4　経路案内概念図

が通行可能な場合、車の通行に注意するよう警告し、経路案内をする。

　障害物が傾斜や段差の場合も、同じ判断をし、携帯端末装置に表示する。

（4）携帯端末装置としての応用

　歩行時の経路案内端末装置としてだけではなく、リモコン装置として利用することも考

えられる。建物の入口には押すことによって開く扉があるが、赤外線通信によって自動的

に開くようにしたり、エレベーターのボタンの代わりに指示を出したり、電化製品の電源

操作に使うといった使い方が考えられる。

　交通の用途以外にも、大型ショッピングモールの案内地図を提供することも可能である。
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他にも万博などのイベント会場やアミューズメントパーク、レジャー施設やスポーッ施設

などで利用できると思われる。車いす利用者が使いやすいように意識することでバリアフ

リー化が進み、健常者にとってもより使いやすくなっていくと考える。

5．3　従来システムとの比較

今回提案するシステムと従来の経路案内システムと比較して表5－1に示す。

表5－1　従来システムとの比較

今回のシステム 従来のシステム

現在地の測定 ・屋外ではD－GPSを利用し ・　PICSは赤外線のみ、カー

て現在地を測定する。屋内で ナビはD－GPSのみ。

は赤外線通信を利用する。

経路上の情報 ・段差、傾斜、幅といった路面 ・バリアフリーマップで凹凸の

の情報を障害の度合いに対応 有無を表示しているものはあ

させて表示する。道路の両側 るが、それ以外に関しては全

で別々に経路案内をする。 く提供されていない。カーナ

ビゲーションは単なる線での

経路案内。

障害物情報 ・商店の看板や展示物などの障 ・提供されていない。

害物情報の提供。

車いす用施設情報 ・　トイレや公衆電話など、車い ・バリァフリーマップ等で提供

すが利用できる施設を地図に されているが、追加・減少が

表示する。 あった場合に情報がすぐにか

えられない。

緊急連絡 ・端末装置から利用者の状態を ・PICS送受信装置の前での

推測し、コールセンターを介 み緊急連絡が可能。

して救急車や警察の要請がで

きる。また、最寄りの家族や

ボランティアに連絡が行く。

6．本システム導入のために必要な施策

　道路の現状を調査して気づいたことだが、車いすで通行することが難しい道が非常に多い。

経路として選ぼうにも、道路、歩行環境が整備されないためほとんどの歩道が通行不可能で、

やむを得ず車道を通行しなければならない。より経路案内しやすくするために、事前に道路・

建物の整備や障害となるものを除去しなければならない。側溝の蓋の網目は車輪がはまらない
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ように目の細かいものにし、舗装による凹凸、歩道の幅や傾斜など、改善していかなければな

らない。建物も道路から入口、内部にわたり、段差を無くす努力をする必要がある。また、商

売用の看板や店頭の張り出し、車や住宅前の鉢植えといった障害物も、自治会・町内会で話し

合いをし、とり除いてもらうよう要請することも必要になってくる。

7．まとめ

　歩行調査をもとに理想的な経路案内システムの提案をした。主な提案として、ひとっは携帯

電話を応用した通信方式と携帯端末装置を併用した表示方式の提案である。携帯端末装置に搭

載されたD－GPSにより現在地を特定し、携帯電話の通信機能により情報をサーバに送り、

必要とする現在地周辺の地図データを受信する。その上に目的地までの経路を表示させ、周辺

情報もあわせて提供する仕組みである。端末装置と携帯電話を所有していれば経路案内を受け

られ、必要な情報をどこにいても入手可能にした。もうひとっは面的な地図データ構造と経路

上の障害に関する情報基準の提示である。今まであまり注目されなかった、自宅や施設などを

結ぶ線、つまり経路を細かく表示する仕組みを考えた。自動車用ナビゲーションとは違い、歩

車道をブロック化して、路面上における障害物の種類や形状、大まかな位置を表示するととも

に、経路探索におけるコスト情報を持っ仕組みを示した。

　これらの仕組みにより特別な通信インフラを必要とせずにシステムを構築することが可能と

なり、車いす利用者の歩行を容易にするための障害情報を含んだ地図データベースの基本構造

の確立ができた。

8．あとがき

　歩行調査によって、車いすでの通行に支障のある地点の多いことがわかった。普段、何気な

く通行している場所が、車いすにとっては大きな負担となることを、身をもって体験した。通

行の妨げとなる地点を地図にまとめると、経路の選択が困難であることがわかった。システム

の導入とともに、車いすの経路を整備する必要も感じられた。

　地図データベース自体の評価の構成方法が今後の問題点として残された。特に経路探索を行

うときに、それぞれのリンクに含まれる段差、勾配、凹凸といった種類の違う障害を共通の尺

度として計算して結果を出さなければならない。どのルートが利用者にとって最もよいか、障

害の状況によっても変わってくるため、実験やアンケートから数量化分析等多変量解析を用い

て、リンクコストを求める必要がある。

　経路案内のための地図データベース作りや、表示や管理など、今回提案したシステムの開発

と実交通下でのフィージビリティスタディは今後の課題としたい。
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